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1. 道路除排雪計画の基本方針 

1.1 計画の目的 

平成 26 年 2 月 14 日に発生した記録的な豪雪の教訓を踏まえ、県民生活や県内経済への

影響を最小限とするため、除排雪体制の確立と雪に関する情報の共有・発信の強化など、

冬期における安全な道路交通の確保を効果的・効率的に行うための基本的な指針とする。 

 

1.2 計画の性格と役割 

(1) 地域防災計画における県管理路線の雪害対策に係る行動計画とする。 

(2) 豪雪時における、国、高速道路会社など他機関と連携した効率的な除排雪作業の基本

指針とする。 

(3) 本計画の位置付けを別添(1)に示す。 

 

2. 雪氷対策及び除雪対策に係る体制発令基準 

2.1 雪氷対策体制 

1) 雪氷対策体制 

(1) 冬期における円滑な道路交通の確保のため、雪氷対策本部及び支部（以下、本部及び

支部という）を設置し、雪氷対策体制を確立するものとする。 

(2) 雪氷対策体制の確立期間は 12 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとし、この期間を雪氷対

策期間とする。但し、本部長が認めるときは、この期間を変更することができるもの

とする。 

(3) 本部及び支部の組織と設置場所は次の通りとする。 

表 2-1 本部及び支部の組織と設置場所 

名称 組織 設置場所 

雪氷対策本部 本部長 

副本部長 

本部職員 

県土整備部長 

道路管理課長 

道路管理課員及び本部長が

命じた者 

道路管理課 

雪氷対策支部 支部長 

副支部長 

支部職員 

事務所長、支所長 

次長及び支部長が命じた者 

事務所職員 

各建設事務所 

支所 
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2) 雪氷対策連絡会議 

(1) 開設目的 

雪による主要幹線道路等での交通事故や除雪障害を最小限に抑えるため、雪氷期間

前の段階から、山梨県雪氷対策支部及び他の道路管理者等で除雪、雪氷対策に係る情

報を共有することで、道路交通の確保の効率化を図る。 

(2) 会議の役割 

各道路管理者の除雪体制状況や業者契約状況、排雪場所等に関する情報を集約、共

有することで、除雪作業実施に向けた事前調整を行う。 

(3) 会議の開設 

雪氷対策体制の確立前の段階で、速やかに雪氷対策連絡会議の開設有無を判断し、

その準備を行う。会議の開設は各雪氷対策支部が判断し、関係機関に連絡する。 

(4) 構成機関一覧 

表 2-2 構成機関一覧 

機関 担当部・課 
山梨県雪氷対策支部 山梨県県土整備部    中北建設事務所 

中北建設事務所峡北支所 
峡東建設事務所 
峡南建設事務所 
峡南建設事務所身延支所 
富士・東部建設事務所 
富士・東部建設事務所吉田支所 
新環状道路建設事務所 

国土交通省 
関東地方整備局  

甲府河川国道事務所  大月出張所 
甲府出張所 
峡南国道出張所 
富士吉田国道出張所 
大和国道出張所 

中日本高速道路（株） 大月保全サービス 
甲府保全サービス 
富士保全サービス 

※必要に応じて下記の機関も参加（計画改訂時等） 

・山梨県県土整備部道路管理課（雪氷対策本部） 

・甲府河川国道事務所道路管理第二課 

・中日本高速道路（株）八王子支社 東京支社 
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2.2 除雪実施体制 

3) 体制発令基準 

本部及び支部は、積雪時または積雪のおそれがある場合に、山梨県内の雪量観測所にお

ける積雪量を基準とし、以下の除雪実施体制を築く。なお別添(2)に示すとおり、非常体

制については、他の道路管理者と調整の上で発令する。 

ⅰ）準備体制 

・気象予報等により降雪または凍結が予想される場合 

ⅱ）注意体制 

・交通に支障が生じるおそれがある場合 

・積雪深が 10cm に達した場合 

・大雪注意報発令時 

ⅲ）警戒体制 

・一般交通を確保できないと判断される場合 

・積雪深が 20cm に達しさらに降雪のおそれがある場合 

・大雪警報発令時 

ⅳ）非常体制 

・路面の積雪状況により広範囲に交通不能と判断される場合 

・県内の広範囲で積雪深が 30cm を大きく超えさらに積雪が見込まれる場合 

・異常降雪による災害警戒本部が設置された場合 

ⅴ）災害対策本部体制 

・地域防災計画により災害対策本部が設置された場合 

 

4) 人員編成 

(1) 各体制の人員編成（本部・支部とも）は、すべての本部員及び各支部員が、常時連絡

可能な状態を確保する。ただし勤務時間外においては、下記の編成をとるものとする。 

ⅰ）準備体制・・・（１名）※駐在の必要はないが常時連絡可能な者を配備する。 

ⅱ）注意体制・・・２名 

ⅲ）警戒体制・・・８名 

ⅳ）非常体制・・・８名 

ⅴ）災害対策本部体制・・・災害対策本部からの要請に応じて転員、増員 

 

(2) 勤務時間外における、本部及び各支部の連絡及び配備体制については、気象情報の発

令に応じて、下記のとおり実施する。 
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表 2-3 本部及び各支部の連絡及び配備体制(勤務時間外) 

区   分 本   部 支   部 

大 雪 注 意 報 ま

た は 大 雪 警 報

が発令された場

合 

防災危機管理課からの連絡を受け、配備当

番職員及び支部の第１連絡者に連絡する。

（道路防災担当） 

配備当番員は、道路管理課にて配備体制を

執る。 

道路管理課からの連絡を受け、

所定の配備体制に入る。 

大雪注意報が

大雪警報に切り

替えられた場合 

配備体制については、規模を強化して継続

する。 

配備体制については、規模を強

化して継続する。 

大雪警報が大

雪注意報に切り

替えられた場合 

配備体制については、引き続き規模を縮小し

て継続する。 

配備体制については、引き続き

規模を縮小して継続する。 

大雪注意報が

解除された場合 

配備体制については、解除する。 必要な連絡を済ませてから配備

体制を解除する。 

 

 

3. 道路除排雪実施方法 

3.1 除雪優先路線の設定 

通常の除雪能力を超える降雪時においても道路交通の機能維持を図るため、高速道路、

直轄国道を含めた県内道路における除雪作業の優先度を設定し、県外との交通、県内道路

のネットワークを確保する。優先度の考え方は、山梨県において非常体制が発令された時

点から適用される。 

 

【優先度の定義】 

①除雪最優先路線 

県外とのアクセス道路、及び県内の骨格となる道路で、最も優先的に除雪作業を実施す

る路線。 

・中央自動車道、中部横断自動車道、東富士五湖道路 

・直轄国道（一般国道 20 号／52 号／138 号／139 号） 

・県の最重要路線（一般国道 137 号／139 号／141 号／358 号） 

・高速道路インターチェンジへの接続道路 

②除雪優先路線 

除雪最優先路線に続いて優先的に除雪作業を実施する路線で、以下の指標に基づいて選

定した路線。救急病院やヘリポート及び県防災備蓄倉庫への接続路線に含まれる市町道

については、市町村と連携した除雪作業を実施する。 

・緊急輸送路としての位置付け有無（1 次路線／2 次路線） 

・日交通量 

・市町村役場（本庁舎）への接続路線 

・山梨県内の救急病院及び透析治療が可能な医療施設への接続路線 
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・消防本部及び消防署、出張所、分遣所への接続路線 

・ヘリポートへの接続路線（双葉ヘリポート／山梨県警ヘリポート） 

・主要な排雪候補箇所への接続路線 

・生活圏相互間または他県とを接続する路線 

③除雪路線 

上記以外で除雪作業を実施する路線。 

 

ただし上記の優先度に関わらず、人命に関わる緊急対応及びライフライン途絶への対

応時には、各機関からの要請に応じ、該当路線を優先して除雪する。除雪計画路線の一

覧は別添(3)に、路線図を別添(4)に示す。また、除排雪路線の位置付けを別添(5)に示す。 

 

表 3-1 優先度に応じた路線数・路線延長 

区分 管理者 路線数 延長(km) 

①除雪最優先路線 県 20 125 

国 5 270.42 

NEXCO 4 172.8 

計※ 27 568.22 

②除雪優先路線 県 62 505.84 

国 2 6.81 

NEXCO 0 0 

計※ 63 512.65 

③除雪路線 県 145 1003.12 

国 0 0 

NEXCO 0 0 

計※ 145 1003.12 

※計は、複数の管理者で管理している路線は、重複を考慮し 1 路線で集計 

 

3.2 除雪実施体制に準じた作業方針 

1) 準備体制発令から警戒体制時の除雪 

(1) 各支部は、雪氷対策期間前に「雪氷対策実施計画書」を定め、除雪委託業者の作業範

囲や、各道路管理者との除雪の連携方策について調整を行うものとする。また管理す

る道路の除雪作業等について、降雪前の段階で各道路管理者や関係機関と情報を交換

するため、必要に応じて「雪氷対策連絡会議」を開催し調整を行う。 

(2) 準備体制時には、各支部は委託業者の自主待機状況、及び各機関との連絡体制を確認

し、降雪開始後の除雪作業を円滑に実施するための準備を行う。 

(3) 注意体制時には、各支部は委託業者に対し、降雪状況に応じた除雪作業指示を行う。 

(4) 警戒体制時には、各支部は委託業者との情報連絡により、各道路の積雪状況及び除雪

作業の進捗状況を把握し、除雪作業の必要性に応じて「災害時における応急対策業務

に関する基本協定書」及び「災害時の広域応援業務に関する協定書」に基づいた応援

要請を、山梨県建設業協会に対して行うものとする。 

(5) 非常体制が発令されるような降雪が予想される場合には、道路管理者間において除雪
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対策に係る体制入りの状況を情報共有し、道路除雪等の相互応援を円滑に実施するた

めの準備を行う。 

 

2) 非常体制発令から災害対策本部体制の除雪 

(1) 非常体制発令と同時に、県内の各道路管理者間で事前に締結した協定、覚書等に基づ

き、それぞれが相互に連携し、優先度の高い路線から、必要に応じて道路管理者間の

管轄を越えた除雪作業を実施する。相互連携による除雪作業の実施方法は、別添(6)

に示す。 

(2) 県内の除雪体制では所要の目標の達成が困難と予想される場合は、あらかじめ個別に

協定を締結した隣県への応援要請や、その他の地方自治体及び TEC-FORCE 等への支援

を要請するものとする。 

(3) 除雪実施体制の移行に応じた除雪作業の流れは、別添(7)に示す。また除雪作業の支援

要請に係る各機関の連絡手順及び必要となる様式は実施計画編に記載する。 

 

 

3.3 除雪目標 

山梨県管理道路の除雪対策実施にあたって、除雪目標は以下の区分とする。 

表 3-2 優先度に応じた除雪目標 

区分 除雪目標 

①除雪最優先路線 ２車線以上の幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は、常時交通

を確保する。異常降雪時においては、降雪後約５日以内に２車線の

確保を図る。 

②除雪優先路線 ２車線幅員確保を原則とするが、状況によっては１車線幅員で待避

所を設ける。異常降雪時には、７日程度以内に２車線又は１車線の

確保を図る。 

③除雪路線 １車線幅員で必要な待避所を設けることを原則とする。状況によっ

ては、一時通行不能もやむを得ない。 

※異常降雪とは、非常体制発令に匹敵する程度（30cm 以上）の降雪をいう。 

 

 

3.4 排雪場所の確保 

(1) 除雪後の排雪が必要となる場合に備え、国土交通省、市町村等と協力して、雪氷期間

前の段階から排雪場所の確保を行う。山梨県の排雪候補箇所を別添(8)に示す。 

(2) 利用申請手続きについては、利用意思のある各道路管理者が直接、施設管理者に対し

て手続きを行う。ただし、使用後の原状復帰方法については、各道路管理者において

事前の調整を行う。 

(3) 各排雪場所は、他の道路管理者と合同で使用することを原則可能とする。排雪場所を

合同で使用する場合は、窓口として施設管理者側と調整を行っている道路管理者に対

して、事前の申し出、必要な手続きを行う。 

(4) 排雪場所の利用申請に係る各機関の連絡手順は実施計画編に示す。 
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4.  情報連絡及び情報発信 

4.1 異なる道路管理者及び交通管理者間における情報共有 

(1) 本部は、各支部、国土交通省、高速道路管理者、市町村等の道路管理者との間で、除

雪対策に係る情報の連絡を密にとり、除雪最優先路線をはじめとする道路ネットワー

クの効率的な除雪作業を行う。情報連絡は別添(9)、(10)に定める連絡体制表に従って

行う。 

(2) 本部は、山梨県警察本部との間で、除雪対策に係る体制発令の状況を共有することで、

交通管理者と連携した通行規制、スタック車両対策の実施に努める。 

(3) 各道路管理者の除雪対策に係る体制発令基準や、委託業者との契約状況、利用可能な

排雪場所に関する情報は、雪氷期間前の段階から各管理者間で情報共有を行い、実際

の降雪時に効率的に除雪作業を実施するための準備を行う。 

(4) 各道路管理者の管理する道路の通行規制状況、体制発令の状況、路線の優先度に応じ

た相互応援が必要な路線等、迅速な除雪作業実施のために必要な情報は、国が設置す

る情報連絡本部において除雪実施体制の各段階に応じて必要な情報を共有し、非常体

制時の優先度を踏まえた道路除雪作業の効率化を図る。情報連絡本部運営イメージを

別添(11)に示す。各種情報の共有のために用いる様式は実施計画編に示す。 

(5) 国が管理する道路において、大雪時に急な上り坂で大型車等が立ち往生しやすい場所

を予防的通行規制区間として設定している。この路線は、異例の降雪時には予防的通

行規制を実施し、集中的・効率的に優先して除雪を行う。予防的通行規制区間が通行

止めになった際には、迂回をするために県管理路線に車両の流入が想定される。車両

の流入が想定される路線を別添(12)に示す。また、車両の流入が想定される路線の位

置づけを別添(5)に示す。この路線は、下記の情報を本部と支部にて共有する。 

・支部に予防的通行規制区間について理解してもらい、車両の流入が想定される路

線に対して、雪氷対策の事前準備を実施。 

・支部は、降雪後、車両の流入が想定される路線の除雪状況を本部に共有。 

・予防的通行規制区間の通行止めと併せ、車両流入が想定される路線を通行止めに

はしないが、スタック車両が発生した場合には、通行止めを実施する可能性がある。 

 

 

4.2 道路利用者への情報発信 

(1) 本部は、各支部及び他の道路管理者や交通管理者との連携を図りながら、県内主要路

線に設置してある道路情報提供装置や案内看板等を通じて、降雪や通行規制等に関す

る情報を提供し、主要幹線道路の冬期交通の円滑化を図る。 

(2) 「山梨県道路規制情報」を活用し、直轄国道を含めた道路規制情報を一元的に提供す

るとともに、県ホームページにおいて各道路管理者の問い合わせ窓口を明確化する。 

(3) テレビ、ラジオ等のマスメディアとの連携や、チラシ等の活用により、道路交通状況

や緊急事態発生に関する情報提供、雪道対策に関する啓発、及び豪雪時の不要不急の

外出自粛の呼びかけを行う。 
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5. 冬期の交通対策 

5.1 除雪作業等に伴う通行制限方法 

本部及び各支部は冬季の円滑な交通確保のため、交通管理者と協力して、道路利用者に

対し冬用装備に関する指導及び通行規制を行うことができるものとする。 

(1) 冬用装備に関する指導 

各支部は交通管理者と協力し、スタック車両や事故の発生を抑制することを目的とし

て、冬用タイヤ又はタイヤチェーンを装着していない車両に対し、通行を制限する指

導ができるものとする。チェーン装着による通行制限実施のイメージを別添(13)に示

す。 

(2) 予防的な通行止め 

各支部は異常な降雪により車両のスタックが予見される場合には、長時間の大規模な

車両滞留を抑制する観点から、雪氷対策本部長への速やかな連絡を行い、スタック箇

所の手前側で通行止めを行ったうえで集中除雪を行う。予防的な通行止めによる集中

除雪のイメージを別添(14)に示す。 

(3) 雪崩発生時および発生が予見される場合における通行規制 

各支部は道路法 46 条の規定に基づき、パトロール等により雪崩発生や発生の明らかな

予兆を確認した場合には通行規制を行うことができるものとする。 

(4) スタック車両の発生や事故の発生、及びその発生が予見される場合における通行規制 

交通管理者は道路交通法 6 条の規定に基づき、スタック車両・事故等の発生時や今後

明らかにスタック車両や事故等の発生が予想される場合には、通行止めなどの通行規

制を実施することができるものとする。 

各支部は道路法 46 条の規定に基づき、スタック車両の移動や除雪作業の実施において

必要な場合には、通行規制を行うことができるものとする。また、降雪の状況により

今後明らかにスタック車両や事故等の発生が予想される場合においても通行規制がで

きるものとする。 

(5) 通行規制の解除 

スタック車両や事故車両等の移動が完了し、除雪作業により十分な安全が確保された

場合には、速やかに通行規制を解除する。 

 

 

5.2 スタック車両の移動等 

(1) スタックを未然に防ぐために、チラシやホームページ等の活用により、道路利用者に

対し雪道走行に関する情報提供・啓発を行うとともに、スタック発生箇所の手前にお

いても、道路情報提供装置等により注意喚起を行う。 

(2) スタック車両の発生により周辺道路が著しく混雑し、やむを得ない場合には、交通管

理者と連携し通行規制を実施する。 



 

9 
 

(3) スタック車両の発生時には、交通管理者やドライバーの協力のもと、速やかにスタ

ック車両の除去を行う。また異常降雪時におけるスタック車両の大量発生等、災害応急処

置が必要となる状況下においては、災害対策基本法の改正状況も踏まえ、道路管理者によ

る車両の除去を行うことができるものとする。 

 

5.3 雪崩対策 

1) 降雪前の事前予防 

(1) 各支部は、雪氷期間前の段階で、あらかじめ雪崩の発生が想定される箇所を把握し、

冬期の道路管理の準備を行う。 

 

2) 降雪開始から雪崩発生までの対応 

(1) 降雪時に雪崩の発生が懸念される場合は、各道路管理者の協力のもと、県民や道路利

用者に対し、マスコミ、道路情報板やホームページ等により注意喚起を行う。 

(2) 各支部は、パトロール等により雪崩発生あるいは発生の予兆を確認し、これらの事象

が確認された場合には、被害箇所または被害想定箇所を含む該当路線を、ただちに通

行止めとし、一般交通の流入を防ぐものとする。 

(3) 除雪作業にあたっては、雪崩の発生に十分注意して作業を行うこととともに、雪崩を

誘発しにくい方法により除雪を実施する。 

 

3) 雪崩発生後の対応 

(1) 被災者（埋没者）が発生した場合は、警察及び消防に連絡の上、接続する路線の除雪

等を行い、消防側の被災者の救出・搬送を支援する。 

(2) 雪崩除去及び該当路線の除雪作業が完了し、十分な安全が確保された場合には、各支

部によって交通解放を行う。 

 

 

6. 計画の推進 

6.1 市町村との連携 

県外とのアクセス道路、県内の骨格道路や緊急輸送路など幹線道路の除雪の他、異常降

雪時において県民生活を確保する上では、生活関連道路としての市町村道の除雪が不可欠

であることから、市町村の計画づくりに対して技術的支援を行い、除排雪体制（市町村中

小建設業者との連携等）を示した市町村除排雪計画の確立を推進する。 

 

 

6.2 関係機関との連携による計画の推進 

本計画の実施にあたっては、県内の各道路管理者・交通管理者との密な連携が求められ

ることから、必要に応じ関係機関間での協議の実施、協定の締結等を進め、計画を推進し

ていくものとする。 
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6.3 計画の見直し 

本計画は、今後の降雪状況の変化や、高速道路の整備、県内道路の新設・改築、公共施

設の整備など社会環境の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。 
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別添（1）山梨県道路除排雪計画の位置付け 

 

 

  

他機関
関連計画

・・・等

■甲府河川国道
事務所

道路除雪計画

■ＮＥＸＣＯ中日本
雪氷対策要領

■市町村

■交通管理者

山梨県地域防災計画
（R3．12改訂）

≪山梨県道路除排雪計画≫
（基本計画編）

（上位計画）

体制入りの基準等を規定

◇計画の目的・性格と役割

◇除雪対策体制

◇除雪優先路線の設定

◇除雪実施方法

◇除雪目標

◇応援の受け入れ

◇排雪場所

◇管理者間の情報共有

◇利用者への情報発信

◇通行規制方法

◇スタック発生時の対応

◇予防的な通行止め

◇雪崩対応

連
携

≪山梨県道路除排雪計画≫
（実施計画編）

上記の各項目について、実際の除排雪
作業の実施に係る細則・様式を定める



 

12 
 

別添（2）他道路管理者の除雪体制との対応関係 

 

 
 

積
雪
量
の
増
加

山梨県
道路除排雪計画

甲府河川国道事務所
道路除雪計画

ＮＥＸＣＯ中日本
雪氷対策要領

除雪優先路線の考え方に基づく除雪作業の実施
（異なる道路管理者間の連携強化）

■注意体制
【発令基準】
・交通に支障が生じる恐れが
ある場合

・積雪深が10cmに達した場
合

・大雪注意報発令時

■警戒体制
【発令基準】
・一般交通を確保できないと
判断される場合

・積雪深が20cmに達しさらに
降雪の恐れがある場合

・大雪警報発令時

■非常体制
【発令基準】
・路面の積雪状況により広範
囲に交通不能と判断される
場合

・県内の広範囲で積雪深が
30cmを大きく超えさらに積
雪が見込まれる場合

・異常降雪による災害警戒本
部が設置された場合

■連絡体制
【発令基準】
・降雪予測による「積雪」の累
積値が発令目安以上の場合

・路面凍結又は、シャーベット
状態による交通障害の恐れ
がある場合

■注意体制
【発令基準】
・大雪注意報等が発表され、
交通障害が予想される場合

・並行する高速道路が冬用タ
イヤ規制となり、交通障害が
予想される場合

■警戒体制
【発令基準】
・大雪警報が発表され、交通
障害が発生し始めた場合

・スタック車両が発生しそうな
場合

・除雪に伴う通行止めを実施
した場合

■非常体制
【発令基準】
・広範囲で道路に重大な災
害が発生した場合

・積雪観測所の大部分で警
戒積雪深を超えた場合

・山梨県県土整備部が非常
体制とした場合

■警戒体制
【発令基準】
・気象状況等により降雪また
は凍結が予想され、待機が
必要となる場合

■出動体制
【発令基準】
・気象状況等により降雪また
は凍結が予想される場合

・実際に作業が必要な場合

■緊急体制
【発令基準】
・道路閉鎖が実施された場合
もしくは予測される場合

・雪氷に関する重大事故が発
生した場合

■非常体制
【発令基準】
・降雪または凍結が著しく、除
雪作業が難航し長期に及
ぶ道路閉鎖が続くか、また
は予想され特別な対策が
必要となる場合

※積雪量と各機関の体制
入りの状況（本フロー上
の相対位置関係）は、降
雪状況や現場状況により
異なる場合がある。

事前の準備 （降雪時に必要となる情報を、市町村も含めて事前に共有）

優先路線の除雪に向けた準備体制（降雪見込み確認、情報共有）
（非常体制発令に相当する降雪が見込まれる場合）

■準備体制
【発令基準】
・気象予報等により降雪また
は凍結が予想される場合

・除雪業者の自主待機の確
認

情報連絡本部の設置
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別添（3）除雪計画路線一覧 
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除雪計画路線（市町村道） 
 

県内の救急病院及び透析治療が可能な病院、及びヘリポートに直結する市町村道について

は、県と市町村が連携して早期の開通を目指す。これら路線は除雪優先路線に位置付ける。 

【除雪優先路線に位置付けられる市町村道】 

  
 

 
 

 

県道以上 市町道 延長（km)
1 中北 独立行政法人国立病院機構甲府病院 天神平甲府線
2 中北 山梨県立中央病院 甲府昇仙峡線（アルプス通り) 甲府市道 0.6
3 中北 市立甲府病院 小瀬スポーツ公園線 甲府市道 0.7
4 中北 独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院 甲府韮崎線 甲府市道 0.3
5 中北 甲府共立病院 甲府韮崎線 甲府市道 0.06
6 中北 甲府脳神経外科病院 一般国道20号
7 中北 甲府城南病院 小瀬スポーツ公園線 甲府市道 0.5
8 中北 医療法人武川会武川病院 甲府市川三郷線(昭和通り)
9 中北 医療法人社団慈成会三枝病院 一般国道52号 甲斐市道 0.9
10 中北 山梨大学医学部附属病院 新山梨環状道路南部区間
11 中北 巨摩共立病院 一般国道52号 南アルプス市道 0.3
12 中北 白根徳洲会病院 今諏訪北村線（新道) 南アルプス市道 0.1
13 中北 医療法人立史会今井整形外科医院 一般国道20号 甲府市道 0.1
14 中北 医療法人社団箭本外科整形外科医院 甲府山梨線 甲府市道 0.17
15 中北 太田整形外科医院 一般国道20号 巨摩郡昭和町道 0.43
16 中北 青沼整形外科 韮崎南アルプス中央線(旧道) 南アルプス市道 0.1
17 峡北 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 甲府韮崎線
18 峡北 韮崎相互病院 一般国道20号
19 峡北 北杜市立塩川病院 須玉中田線 北杜市道 0.1
20 峡北 北杜市立甲陽病院 長坂高根線
21 峡東 塩山市民病院 一般国道411号 甲州市道 1
22 峡東 財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 一般国道140号
23 峡東 加納岩総合病院 万力小屋敷線 山梨市道 0.4
24 峡東 山梨市立牧丘病院 一般国道140号 山梨市道 0.8
25 峡東 甲州市立勝沼病院 一般国道411号 甲州市道 1.2
26 峡東 一宮温泉病院 一宮山梨線 笛吹市道 0.15
27 峡東 石和共立病院 一般国道20号 笛吹市道 0.55
28 峡東 医療法人康麗会笛吹中央病院 富士川身延線
29 峡東 一般財団法人山梨整肢更生会富士温泉病院 一宮山梨線 笛吹市道 0.12
30 峡南 峡南医療センター企業団市川三郷病院 市川三郷富士川線
31 峡南 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合立飯富病院 一般国道52号
32 峡南 公益財団法人身延山病院 一般国道52号
33 峡南 峡南医療センター企業団富士川病院 一般国道52号（甲西BP）
34 峡南 医療法人峡南会峡南病院 一般国道52号（現道）
35 富士東部 国民健康保険富士吉田市立病院 一般国道138号
36 富士東部 山梨赤十字病院 一般国道139号
37 富士東部 大月市立中央病院 一般国道20号 大月市道 0.15
38 富士東部 上野原市立病院 上野原あきる野線 上野原市道 0.1
39 富士東部 都留市立病院 高畑谷村（停)線 都留市道 0.1
40 富士東部 ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院 戸沢谷村線
41 富士東部 東桂メディカルクリニック 一般国道139号 都留市道 0.4
42 中北 すずきネフロクリニック 甲府韮崎線
43 中北 東甲府病院 甲府韮崎線
44 中北 三井クリニック 甲府韮崎線
45 中北 原口内科・腎クリニック 一般国道20号 甲斐市道 0.25
46 中北 甲府昭和腎クリニック 甲府市川三郷線（昭和通り）
47 中北 アルプス腎クリニック 南アルプス甲斐線(BP)
48 峡東 武井病院 山梨市（停）線
49 峡東 棲林腎・内科クリニック 一般国道411号 甲州市道 0.75
50 富士東部 ふじよしだ勝和クリニック 一般国道138号 富士吉田市道 0.55
52 富士東部 ふじさん腎臓内科クリニック 一般国道138号
53 ヘリ 峡南 山梨県警ヘリポート 市川三郷富士川線 市川三郷町道 1.9
54 中北 一丁畑防災備蓄倉庫 韮崎アルプス中央線
55 中北 野牛島防災備蓄倉庫 甲斐早川線
56 峡東 勝沼防災備蓄倉庫 休息山梨線
57 峡東 八代防災備蓄倉庫 中道塩山線 笛吹市道 0.5
58 峡南 高田防災備蓄倉庫 市川三郷富士川線
59 峡南 南部防災備蓄倉庫 釜の口塩沢線
60 峡北 大草防災備蓄倉庫 武田八幡神社線 韮崎市道 0.2
61 富東 与縄防災備蓄倉庫 四日市場上野原線
62 富東 鶴島防災備蓄倉庫 四日市場上野原線 上野原市道 0.15
63 吉田 河口湖北岸防災備蓄倉庫 河口湖精進線 河口湖町道 0.3

施設名
アクセス路線

防災備蓄
倉庫

透析可能
病院

番号 分類 管理者

救急病院

市町道 延長（km） 市町道 延長（km）
甲府市道 2.43 上野原市道 0.25
南アルプス市道 0.5 都留市道 0.5
北杜市道 0.1 甲斐市道 1.15
甲州市道 2.95 富士吉田市道 0.55
山梨市道 1.2 河口湖町道 0.3
笛吹市道 1.32 市川三郷町道 1.9
大月市道 0.15 巨摩郡昭和町道 0.43
韮崎市道 0.2 合計 13.93
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別添（4）除雪計画路線図面 
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別添（5）除雪計画路線・予防的通行規制区間の通行止めにより車両の流入が想定される県管

理路線の位置づけ 

1. 予防的通行規制区間と流入が想定される路線 

 路線の位置付け 対応方針 
予防的通行
規制区間 

国が管理する道路において、大雪時
に急な上り坂で大型車等が立ち往生
しやすい場所 

 異例の降雪時には予防的通行規制
を実施し、集中的・効率的に優先し
て除雪を行う。 

流入が想定
される路線 

予防的通行規制区間が通行止めにな
った際に、迂回をするために車両の
流入が想定される県管理路線 

 県の各事務所に予防的通行規制区
間について理解してもらい、車両の
流入が想定される路線に対して、雪
氷対策の事前準備を実施。 

 支部は、降雪後、車両の流入が想定
される路線の除雪状況を本部に共
有。 

 予防的通行規制区間の通行止めと
併せ、車両流入が想定される路線を
通行止めにはしないが、スタック車
両が発生した場合には、通行止めを
実施する可能性がある。 

2. 除雪最優先路線・除雪優先路線・除雪路線について 
 路線の位置付け 対応方針 

除雪最優先
路線 

県外とのアクセス道路、及び県内の
骨格となる道路で、最も優先的に除
雪作業を実施する路線。 
・中央自動車道、中部横断自動車道、
東富士五湖道路 
・直轄国道（一般国道 20 号／52 号／
138 号／139 号） 
・県の最重要路線（一般国道 137 号
／139 号／141 号／358 号） 
・高速道路インターチェンジへの接
続道路 

 ２車線以上の幅員確保を原則とし、
異常な降雪時以外は、常時交通を確
保する。異常降雪時においては、降
雪後約５日以内に２車線の確保を
図る。 

除雪優先 
路線 

除雪最優先路線に続いて優先的に除
雪作業を実施する路線。 
以下の指標に基づいて選定した路
線。救急病院やヘリポート及び県防
災備蓄倉庫への接続路線に含まれる
市町道については、市町村と連携し
た除雪作業を実施する。 
・緊急輸送路としての位置付け有無
（1 次路線／2 次路線） 
・日交通量 
・市町村役場（本庁舎）への接続路
線 
・山梨県内の救急病院及び透析治療
が可能な医療施設への接続路線 
・消防本部及び消防署、出張所、分
遣所への接続路線 
・ヘリポートへの接続路線（双葉ヘ
リポート／山梨県警ヘリポート） 
・主要な排雪候補箇所への接続路線 
・生活圏相互間または他県と接続す
る路線 

 ２車線幅員確保を原則とするが、状
況によっては１車線幅員で待避所
を設ける。異常降雪時には、７日程
度以内に２車線又は１車線の確保
を図る。 

除雪路線 上記以外で除雪作業を実施する路線。  １車線幅員で必要な待避所を設け
ることを原則とする。状況によって
は、一時通行不能もやむを得ない。 
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別添（6）業者間相互支援による除雪作業実施方法 
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別添（7）除雪対策に係る体制移行に応じた除排雪実施の流れ 
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別添（8）排雪可能箇所一覧 
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別添（9）関係機関間の連絡体制（１.大雪関係情報連絡網） 
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別添（10）関係機関間の連絡体制（２.通行規制時連絡網） 
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別添（11）情報連絡本部運営イメージ 
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別添（12）予防的通行規制区間の通行止めにより車両の流入が想定される県管理路線 
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別添（13）チェーン装着による通行制限のイメージ 

 

 
出典：大雪時の道路交通確保対策中間とりまとめ参考資料（冬期道路交通確保対策検討員会 

H30.5）P5 
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別添（14）予防的な通行止めによる集中除雪のイメージ 

 

 
出典：大雪時の道路交通確保対策中間とりまとめ参考資料（冬期道路交通確保対策検討員会 

H30.5）P6 



 

47 
 

  



 

48 
 

 

 
 

 
 

山梨県道路除排雪計画 

（基本計画編） 

 
山梨県 県土整備部 

 
平成２６年１２月策定 
令和４年１２月改定 


